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第１ 本報告書について 

 １ 本報告書のあらまし 

   令和５年１０月１０日、足立区（以下、「区」という。）の足立福祉事務所

に足立区内に仮住まいをしていた１人の市民（以下、「Ａさん」という。）が

生活に困窮して相談に訪れた。Ａさんは、この日の相談の受付カードに「ご相

談内容」として「生活費が少ない・生活保護」にマルを付けていた。この日の

相談では、足立福祉事務所はＡさんに生活保護申請書を交付しておらず、Ａさ

んは生活保護の申請に至らなかった。同年１０月１２日に足立区議会決算特別

委員会において、Ｇ区議会議員（以下、「Ｇ区議」という。）が足立福祉事務

所福祉課の相談について質問をしたことがきっかけとなって、Ａさんに対する

足立福祉事務所の対応（以下、「本件対応」という。）が問題になった（その

後、Ａさんは、同年１０月１３日に生活保護申請を行い、同年１０月２０日付

けで同年１０月１３日から保護開始となった。）。そこで本件対応について検

証が行われたものの、その検証が不十分であるとして行われた再検証の結果が、

本報告書である。 

   再検証の重要なポイントは２点である。 

   第１に、本件対応において、生活保護の申請権侵害に該当する行為があった

か否か、である。生活保護法に基づいて生活保護を利用する権利は、日本国憲

法第２５条で保障されている生存権を具体化した重要な権利であり、生活保護

の申請権侵害は生存権保障の入口における重大な人権侵害行為となるからであ

る。本件対応においては、令和５年１０月１０日の初回の面接相談時における

Ａさんの言動と足立福祉事務所職員らの対応の評価がポイントになる。 

   第２に、生活保護法（以下「法」という。）第３０条第１項本文の「居宅保

護の原則」との関係で、居宅を失った者に対して施設で一定期間の保護を行う

ことを当然とするような誤った説明、取り扱いがなされていないか、という点

も重要である。施設保護が過度に強調されることで、生活保護申請を抑止する
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効果を生じさせることもありうるからである。 

   このほか、旧報告書が消極的な検討結果を示した「生活保護の相談・申請の

窓口における支援者の関与」をどう考えるか、「生活保護の相談の窓口におけ

る録音」をどう考えるか（旧報告書が全面的に否定した区による録音制度の是

非だけでなく、旧検証部会で十分検討されていなかった相談者による録音の位

置づけも含めて）も、改めて検討した（これについての検討結果は、本報告書

内で詳述する。）。 

   これらの検討の結果、本件対応においては、令和５年１０月１０日の初回相

談の面接において、足立福祉事務所の職員による生活保護の申請権侵害の事実

が認められ、厚生労働省の処理基準に従った対応もなされていなかった、との

結論に至った。また、居宅を失った者の保護との関係でも、同日の初回相談の

面接において、職員から、Ａさんに対し、転宅費用の一時扶助の説明や施設へ

の入居等についての説明が不相当であったと認められ、居宅を失った生活保護

利用者については一定期間アセスメントを行うため施設にとどめることが当然

であるかのような誤った対応が福祉事務所内に広がっている可能性もあること

が明らかになった。 

   これらの指摘に反する旧報告書の事実の認定及び評価の記述は、すべて誤り

であり、取り消されるべきである。 

   本報告書は、上記の検証結果を踏まえ、足立福祉事務所に対し、違法な申請

権侵害が二度と行われないよう、また、居宅を失った者の保護において施設保

護を当然視するような誤った対応を取らないよう求めるものである。 

 ２ 再検証が行われた経緯 

   ここで、再検証が行われた経緯について確認しておく。 

   本件対応に関し、足立区長（以下、「区長」という。）は、区長の附属機関

である足立区生活保護適正実施協議会（以下、「協議会」という。）に対し、

同年１１月１６日、足立区生活保護適正実施協議会条例（以下、「協議会条例」
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という。）第２条の規定に基づき、「生活保護相談における窓口対応の検証」

及び「相談窓口の録音」（以下、この２点を総称して「本件諮問事項」とい

う。）について諮問を行った。なお、同年１０月１２日に足立区議会決算特別

委員会において、Ｇ区議が質問の中で、足立福祉事務所福祉課で相談を受けた

者に対し保護申請書を渡さないという「水際作戦」（生活保護の申請を抑制す

る行為）に当たる対応があったとしてその検証を求める、透明性確保のため面

接相談時の録音をすべきであると述べていた。論点としては、Ｇ区議の質問と

本件諮問事項は重なるところがあった。 

   これを受けて、協議会は、足立区生活保護適正実施協議会条例施行規則（以

下、「協議会条例施行規則」という。）第５条に基づき検証部会（以下、「旧

検証部会」という。）を設置した上で、令和６年３月２１日、区長に対して

「生活保護相談における窓口対応の検証および相談窓口の録音に関する録音に

ついての報告書」（以下、「旧報告書」という。）による答申を行った。 

   旧報告書の骨子をみると、本件対応において職員の面接対応の言葉遣いに不

適切なものがあったことは認めたものの、①本件対応のうち令和５年１０月１

０日の面接を念頭に、「違法な追い返し行為をしたとまで認めることはできな

い」として、Ａさんに対する生活保護の申請権侵害を認めない（このため、本

件対応を「水際対応」と評価することは「誤認」とされた。）、②Ａさんの生

活保護の申請意思の確認は令和５年１０月１３日の再面接で確認されているこ

とを挙げ、この段階で申請を受理し、申請書を手渡ししたことは「相当であ

る」、③Ａさんの生活保護申請に関して支援団体・Ｇ区議が関与したことに関

しては、「本来の調査判断の過程で正確な情報提供を受け、これを前提に支援

の必要性や内容を相談者と協議して決定する流れとは異なった経過となった」

として「第三者の関与のルールが必要」である、④窓口相談において相談内容

を録音することで可視化する制度を採用することは相当でない、というもので

あった。結論として、旧報告書は「生活保護受給相談において相談者への支援
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の情報提供及び助言は適切になされている」と評価した。 

   その後、令和６年５月２０日、本件諮問事項に対する上記答申について、当

事者の支援団体等から再検証を求める要望があった。このため、足立区は、同

年６月７日に当事者及び支援団体等と意見交換会を実施した。その結果、区長

は、旧検証部会における検証においてはヒアリングの対象を区職員４人（Ａさ

んの相談に直接対応した足立福祉事務所福祉課総合相談係職員（以下、「Ｂ職

員」という。）、いずれも本件対応当時の同係長（以下、「Ｃ係長」とい

う。）、同福祉課長（以下、「Ｄ課長」という。）、同福祉事務所長。）に限

っていたところ、公平性・中立性の観点から当事者側へのヒアリングも必要と

判断し、協議会に対し、同年７月２３日、協議会条例第２条の規定に基づき、

協議会から本件諮問事項の答申を受けた内容について再検証を行う旨の諮問を

行った。 

   協議会は、再検証にあたって個別具体的な検討を行うため、協議会条例施行

規則第５条に基づき、再検証部会を設置し、同年８月９日に第１回部会を開催

した。 

   再検証部会では、本件対応においてＡさんが自ら足立福祉事務所職員らとの

やり取りを録音していた音声データ（令和５年１０月１０日の初回面接時のも

のと、同年１０月１３日の２回目の面接時のものとがある。）、受付カード及

び令和５年１０月１０日と同年１０月１３日の各面接記録票を重要な客観的資

料とし、Ａさん、Ａさんを支援した支援者ＦさんとＧ区議、本件対応当時に足

立福祉事務所福祉課の相談担当だったＥ職員（ただし、Ａさんとは面談してい

ない。）及びＤ課長の５人に対してヒアリングを行った。直接Ａさんを面接し

たＢ職員は病気を理由に文書質問を含めたヒアリングに応じなかった。Ｃ係長

はすでに退職していてオンラインを含めたヒアリングを拒否し、文書回答のみ

がなされた。しかし、再検証部会は、上記音声データに記録されたＡさんとＢ

職員・Ｃ係長らとのやり取り、Ａさんが自ら書いた受付カード、Ｂ職員が起案



- 5 - 

してＣ係長に提出した令和５年１０月１０日と同年１０月１３日の各面接記録

票、Ａさんの生活保護のケース記録等、Ａさん、Ｄ課長及びＥ職員からのヒア

リング結果並びに旧検証部会におけるＢ職員及びＣ係長のヒアリング結果など

から十分に事実を認定できると判断し、Ｂ職員及びＣ係長には自ら事実を述べ

る機会も相応に与えられたことも考慮し、本件諮問事項に関する事実認定を行

った。 

   再検証部会は、全１４回にわたって部会を開催し、協議会事務局（区）に対

し資料の提出及び説明を求め、必要なヒアリングを行った上で、再検証の検討

を重ね、本報告書による答申に至ったものである。 

 

第２ 再検証部会の調査に対して協力が得られなかったことについて 

 １ Ｂ職員に対する調査ができなかったこと 

   直接Ａさんを面接したＢ職員は、再検証部会の発足直後にヒアリングを打診

したところ、特定の精神的疾患に罹患しているとする主治医の診断書を提出し

て、病状からヒアリングを受けることが困難であることを主張し、ヒアリング

に応じなかった。その後、再検証部会が協議会事務局に問い合わせたところ、

長らく主治医のもとに通院していないこと及び職場に出勤し続けていることが

判明した。このため、再検証部会は、Ｂ職員に対し、区を通じて、ヒアリング

に出席するよう求め、病気のため出席できない場合には病状を明らかにした現

時点における主治医の診断書を改めて提出するよう強く求めた。しかし、区は、

再検証部会に対し、主治医ではない産業医の意見書を提出するなどして、病状

が悪化する旨を指摘して、Ｂ職員はヒアリングの出席に応じなかった。最終的

に、Ｂ職員は、従前の診断書を作成した主治医とは異なる医師の作成した診断

書のようなものを区の職員に呈示し、再検証部会は、当該職員から、その診断

書のようなものの内容を聞いた。ただし、当該診断書は再検証部会に提出され

ず、当該診断書の真正を再検証部会が確認することはできなかった。 
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   なお、Ｂ職員は、病気を理由に、面接によるヒアリングのみならず、文書に

よる質問に対する回答にも応じなかった。 

 ２ Ｃ係長に対するヒアリングができず、書面回答のみとなったこと 

   再検証部会が発足直後にＣ係長に対するヒアリングを打診したところ、Ｃ係

長はすでに退職していて、東京から離れた地方に移り住んでいた。Ｃ係長は、

このためヒアリングの面接のために東京に出向くことができない旨を主張し、

さらにオンラインによるヒアリングについても拒んだ。このため、再検証部会

では、やむなく、文書による質問を行い、Ｃ係長から文書による回答を受け取

ったが、その回答内容は概括的なものだった。 

 ３ 調査に対して協力が得られなかったことの評価と今後の対策 

   病気を理由とする対象者の調査不能については、その旨の主治医の診断書が

検証チームに提出され、その記載内容から調査を行うことができないと合理的

に判断できるのであれば、やむを得ないこととして許容される。しかし、今回

の場合、最終的な主治医の診断書が結局のところ再検証部会に提出されなかっ

た。協議会の調査権限が任意の調査に基づくものである以上、致し方ないとこ

ろである。が、当初主治医の診断書を提出したＢ職員が、その後、長らく主治

医のもとに通院していないこと及び職場に出勤し続けていることについて、再

検証部会が問い合わせるまで、区から積極的に情報提供がなかったことについ

ては、遺憾である。Ｂ職員の調査が困難であるか否かの判断のため、再検証部

会が多くの時間を費やすこととなったことも遺憾である。 

   Ｃ係長は、遠方に居住しているといっても、少なくともオンラインのヒアリ

ングに応ずることができたはずである。すでに退職しているとはいえ、係長経

験者として、本件対応の真相解明のため、より自覚のある行動ができたのでは

ないかと思われ、残念でならない。 

   再検証部会では、Ｂ職員に対する調査を行うことができず、また、Ｃ係長に

対する調査が不十分に終わったが、前述のとおり、再検証部会は、他の資料か
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ら十分に事実関係の認定を行うことができた。すなわち、令和５年１０月１０

日と同年１０月１３日の各面接をＡさんが録音した音声データに記録されたＡ

さんとＢ職員・Ｃ係長らとのやり取り、Ａさんが自ら書いた受付カード、Ｂ職

員が起案してＣ係長に提出した令和５年１０月１０日と同年１０月１３日の各

面接記録票、区が保管記録しているＡさんの生活保護のケース記録等、Ａさん、

Ｄ課長、Ｅ職員、Ｆさん及びＧ区議からのヒアリング結果並びに旧検証部会に

おけるＢ職員及びＣ係長のヒアリング結果などから、本報告書に必要な事実認

定を行うことに支障がなかった。 

   今後は、協議会の行う調査について、区長部局の職員の協力義務を明記する

などし、協力することが困難な場合の合理的な理由の疎明方法を定めるなど、

職員に対する調査についての規定の整備を行って、このようなことで調査が先

に進まないことがないようにする必要がある。 

 

第３ 提出された資料・ヒアリング結果から認められる事実関係の概要 

 １ 令和５年１０月１０日の初回面接時のＡさんの状況 

   Ａさん（当時３２歳）は、コロナ禍で退職して無職となり、前年から交際相

手の住居に同棲していたが、交際相手の母親から同所から退去するように言わ

れ、住居を失った。このため、令和５年１０月７日にＡさんの養父（当時４９

歳）が住んでいる足立区内の住居（以下、「養父宅」という。）に同居させて

もらって、仮住まいをすることになった。Ａさんの養父は、Ａさんに対し、上

記の仮住まいの条件として、「１か月程度のみ」で、迷惑であることを理由に

「郵送物は届かないように」と告げていた、という。Ａさんは、養父宅の台所

などの使用を制限され、また、養父宅内ではＡさんに対する生活の注意書きが

至る所に貼られ、養父から言葉の暴力を受けることもあった、という。また、

養父宅では、養父はＡさんに対し、食費などの生活費は一切渡さず、Ａさん自

身が負担し、家事も別々で、Ａさんの入浴の際には１回５００円を養父に払う
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必要があった、という。これらのＡさんの境遇については、令和５年１０月１

８日の訪問調査で足立福祉事務所にも明らかになり、足立福祉事務所は養父に

ついてＡさんに対する「精神的ＤＶの可能性」があると記録している（なお、

令和５年１０月１０日の初回面接で、Ｂ職員は、Ａさんから、養父から短期間

の住まいであると言われていることや、精神的ＤＶ的に当たる行為など、上記

の内容の一部を聞き取っている。）。 

 ２ 令和５年１０月１０日の初回面接の状況 

   生活に困窮したＡさんは、仮住まいの養父宅から早く出る必要があると考え、

令和５年１０月１０日、足立区福祉事務所福祉課の窓口に生活保護の相談に行

った（なお、Ａさんは、同日午前９時過ぎころ、電話で「生活保護を申請した

い」と伝えた上で出向いた、と主張しているが、面接記録票にはその旨の記載

はなく、その事実については認めることができない）。Ａさんは、同日午前１

０時ころ、相談の前に同窓口の受付カードを記入し、「ご相談内容」として

「生活費が少ない・生活保護」と「家賃や更新料の支払い」のところにマルを

付ける等した。再検証部会のヒアリングで、Ａさんは、「生活費が少ない・生

活保護」にマルをしたのは生活保護の申請を出したかったからで、「家賃や更

新料の支払い」にマルをしたのは家がなかったからである旨を説明している。 

   Ａさんの面接は、同課総合相談係のＢ職員が行った。 

   Ａさんは、Ｂ職員に対し、相談の冒頭、「生活の相談でちょっと収入もない

ので伺いました」と述べ、アパートで暮らしたい旨を伝えた。 

   これに対し、Ｂ職員は、Ａさんに対し、「だったらそういう家ない人の施設

とかあるんですけど、基本的にうちは集団生活のようなところに入ってもらっ

て」と述べ、施設（Ｂ職員が言及したのは、後述の「自立支援センター」と考

えられる。）への入居となることを説明した上で、それが無理な場合は「自分

でやる手段の提案として自費転居ていうのがある」と述べた。さらに、Ｂ職員

は、「例えば自腹で、借金しろとは言わないですけど、親族に金借りるお金が
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あるとかだったら金借りて、自分で転居先をどっか見つける」「例えば足立区

の比較的家賃の低いところとか決めてから管轄する自治体に生保申請する」と

説明した。また、Ｂ職員は、個室については「全部埋まっている」と述べた上

で、「例えば、千葉の、めちゃくちゃ、こう、山の中にいるわけじゃないです

けど、駅から歩いて30分とか」「そういうとこであってくれたらちょっと検討

はできる」が、「そこ選んじゃうと（中略）ご自身が、生活保護をやめるとか

継続した場合に家を探すタイミングがわからない。でうち費用も出せないので

完全にショートする。なんでおすすめできない」と述べた。 

   これに対し、事前に生活保護制度を調べていたＡさんは、「家借りる費用と

かも出してもらえる（と聞いた）」と述べ、借家をする際に一時扶助として敷

金等の入居費用が支給される住宅費（転宅費）の制度についてＢ職員に尋ねた。

Ｂ職員はよく聞き取っていなかったが、Ａさんには特別区福祉主管部長会の要

綱においても「実施施設への入所が難しい」とされるような施設への入所を困

難とする事情があった。しかし、Ｂ職員は、住宅費の一時扶助については説明

せず、東京チャレンジネット（Ｂ職員は「ほぼ不可」と説明。）、住居確保給

付金（Ｂ職員は「生活費については自分でアルバイトする」と説明。）、養父

から最後の支援を受けること（Ｂ職員は「ありえないと思うんですけど」と説

明。）について、それぞれ説明した。 

   さらに、Ａさんが「今この家では生活保護の申請はできないんですか。」

「ホームレスになってしまうんですけど（中略）どうなるんですかね。」と尋

ねたところ、Ｂ職員は、「養父がいることを確認してますし、世帯で認定する

ので」として、Ａさんが養父宅で１人で生活保護を受けることについて肯定的

ではない旨を示唆し、その上で、「ホームレスだったら（中略）無料低額宿泊

所」「６人部屋、カーテンの間仕切り部屋」に行ってもらうしかない旨を述べ

た。これは、同日の面接記録票の記載によれば、生活保護とは異なる制度であ

る東京都の路上生活者対策事業の自立支援センターを指すものと思われる。 
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   ここに至って、Ａさんは「所持金も千円とかしか持ってない状態」「もう死

ぬしかないかと思っている。」と困窮ぶりと絶望的な気持ちをＢ職員に伝えた。

これに対しても、Ｂ職員は、施設への入居（「６人部屋みたいなところで迎え

に来る」「明日だったら可能」と発言。）以外には、自費転居とそのための借

金を説明するだけだった。 

   最終的に、Ａさんは、Ｂ職員に対し、「ホームレスの支援をしてるところに

ちょっと相談をしたら（中略）申請書とか色々とＰＤＦで送っていただいたの

で、そういうの書いてきた方がいいと思ったんですけど、先にちょっと来たん

で、またちょっとそちらの方に相談行かないといけないので、結果を。」と生

活保護申請書の話を持ち出したが、Ｂ職員は取り合わず、Ａさんの交際相手と

２人で生活保護を受けるというＡさんが全く希望していない方法を説明した。

これを聞いたＡさんは、「申請させる気がないんだな」と感じ、それ以上やり

取りするのを諦めて、この日の面接相談を終えた。 

   Ｂ職員は、この日のＡさん（面接記録票上の記載は「主」。）の面接記録票

を作成し、「困窮経緯」欄には、「生活相談目的に連絡等なく主ひとり来所し

たもの。」「手持ち金 約千円」「主に対して、①養父を入れた世帯での生活

保護を検討。②主が出ていく状況なら、主の施設入所、自立支援センター墨田

寮を案内。６人部屋周知済み、拒否なし。事前相談のうえ、施設から迎車があ

ること説明。③板橋区の交際相手が今年度末で単身転居にいたることから、２

人で自費転居したうえで、居所がある自治体での生活保護制度活用。（中略）

無低については、個室を訴えるニーズなく、直近入所者多く都内近郊から外れ

る可能性高く、アパート転宅の際に物件探しに苦慮することを説明。」「以上

のことを主に伝えたところ、持ち帰って考えるとの申し出あり、自らの意思で

退出し面談終了。」等と記載。「その他」欄に「養父は住民票を移すことはダ

メだが、短い一定期間ならいてもいいとの申出が主に対してあったことを、主

から聴取。」等と記載。「面接結果の処理」欄には「相談のみ」「生保活用手
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段を提示。主一度持ち帰り自ら検討するとの由。」と記載。「面接員所見」欄

には「１ 同居人との生保活用」「２ 施設入所の検討」「３ 板橋区の交際

相手との自費転居のうえ同居。状況に応じて主、単身」「緊急処理の必要性：

なし」「保護の見通し：なし」「申請意思：なし」と記載した。 

   Ａさんは、令和５年１０月１０日午前１１時ころ、新宿区にある支援団体

「一般社団法人反貧困ネットワーク」にメールをし、同日中に事務局を訪れ、

事務局長を務める支援者Ｆさんに同日の足立福祉事務所でのやり取りについて

相談した。Ｆさんによれば、この際、Ａさんには２０００円ほどの所持金があ

り、Ａさんは同団体から当座の生活費として５０００円の給付金を受け取った、

という。この後、ＦさんはＧ区議にＡさんの件を連絡した。また、同日ころ、

Ｆさんが１０月１３日にＡさんに同行して足立福祉事務所に行くことも決まっ

た。 

   Ｇ区議は同年１０月１１日にＡさんから初回面接時の音声データの提供を受

け、Ａさんに電話をして事実関係を聞き取った。Ｇ区議は、同年１０月１２日

の足立区議会決算特別委員会で、Ａさんに対する同年１０月１０日の対応につ

いて「水際作戦である」などと質問した。同年１０月１３日、Ａさんは、Ｆさ

んとＧ区議の同行のもと、足立福祉事務所福祉課に生活保護を申請することが

できた。 

 ３ その他の点について 

   ごく大まかな流れとしては、旧報告書の「第５ 前提事実」及び「第６ 本

事案に係る事実の経過」２項以下を引用する（１項の記述は、再検証の結果不

適切と考えるので、引用しない。）。 

   なお、本件対応は、インターネットニュースサイト「週刊女性ＰＲＩＭＥ」

などによって、「《生活保護“水際作戦”問題》」などの見出しで報道され、

社会的関心を集めた事案である。 
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第４ 再検証のポイント 

 １ 令和５年１０月１０日の初回面接に関して 

   検証のポイントとしては、まず、令和５年１０月１０日に足立福祉事務所に

Ａさんが来所した際にＡさん自身が記載した「受付カード」の「生活費が少な

い・生活保護」にマルがあることから、Ａさんが生活保護を利用する相談のた

めに来所したことは確実である。 

   この点について、旧報告書は、令和５年１０月１０日の初回面接について

「違法な追い返し行為をしたとまで認めることはできない」とし、Ａさんに対

する生活保護の申請権侵害を認めなかった。旧報告書では、本件対応を「水際

対応」と評価することは「誤認」とされた。さらに、Ａさんの生活保護の申請

意思の確認が令和５年１０月１３日の再面接でなされたこと、この段階で申請

を受理し、申請書を手渡ししたことについても、相当性を認めている。旧報告

書で問題視されているのは、主として職員の言葉遣いという表面的な問題にと

どまり、「水際対応」に関しては「誤認」されないようにするにはどうすべき

かという指摘がなされるに至った。 

   しかし、旧報告書は、当事者であるＡさんからのヒアリングを行わず、区の

職員らからのヒアリングを行って上記の結論を出した。また、旧報告書の内容

を検討すると、令和５年１０月１０日と同年１０月１３日の各面接をＡさんが

録音した各音声データに記録されたＡさんと職員らのやり取りを十分に検討し

て結論を出した形跡がうかがわれない（なお、旧報告書から、１０月１３日の

音声データについては、そもそも、検討のための資料として収集していなかっ

たことがわかっている。旧検証部会が資料を収集できなかったのは、Ａさんに

ヒアリングを行わなかったために、Ａさんが保有する資料の存在を察知できな

かったことに起因するものと思われる。）。また、生活保護の申請権侵害の有

無を検討する際に、規範となる生活保護法の解釈（申請権侵害についての裁判

例を含む。）について十分な検討をしていなかったのではないかという疑いが
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ある。このような旧報告書の記述は、本件対応の検証として、一方の当事者の

話だけを聞いて他方の当事者についてはヒアリングの機会すらも与えられなか

ったという点で極めて不公平なプロセスを経たものというべきであって手続的

な瑕疵をはらむことは否めず、また、内容の相当性も認められないというべき

である。 

   そこで、令和５年１０月１０日の初回面接において、Ａさんの生活保護の申

請権侵害に当たる行為があったかどうかを改めて検証すべきこととなった。こ

れは、再検証の最大の問題である。 

   さらに、令和５年１０月１０日の面接を記録した音声データに記録されたＡ

さんとＢ職員とのやり取りを聴くと、Ｂ職員は、Ａさんに対して、居宅を失っ

た者が起居する場所として、施設を示している。Ａさんや支援者らの指摘は、

この点にも及んでいる。しかし、申請権侵害の問題と同様に、旧報告書はこの

点について公平かつ十分な検討を行っていない。 

   そこで、再検証においては、施設における保護についての説明内容の相当性

のほか、Ｂ職員が施設に入ることについて説明したことが本件対応において生

活保護の申請を抑制する効果があったかどうかについても、検討する必要があ

る。このため、この点に関する令和５年１０月１０日のＢ職員の一連の説明に

ついて問題がなかったかについても、再検証が必要である。 

 ２ 支援者の同行について 

   旧報告書では、支援者の生活保護申請への同行、関与について、「本来の調

査判断の過程で正確な情報提供を受け、これを前提に支援の必要性や内容を相

談者と協議して決定する流れとは異なった経過となった」として、その意義を

消極的に捉える見解が示され、「第三者の関与のルールが必要」と結論づけら

れた。 

   しかし、旧報告書では、この点について、Ａさんのほか、支援者として令和

５年１０月１３日の生活保護申請に同行したＦさん及びＧ区議からヒアリング
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を行っていない。 

   このため、この点の旧報告書の記述は、本件対応の検証として、不公平なプ

ロセスを経たものというべきであって手続的な瑕疵をはらむことは否めず、ま

た、内容の相当性も認められないというべきである。 

   そこで、Ａさんのほか、支援者として令和５年１０月１３日の生活保護申請

に同行したＦさん及びＧ区議からヒアリングを行い、本件対応を含めた支援者

の生活保護申請への同行、関与に関して再検証を行う必要がある。 

 ３ 相談窓口の録音 

   旧報告書は、「相談窓口の録音」について、窓口相談において相談内容を録

音することで可視化する制度を採用することは相当でない、と結論付けている。 

   この点については、Ａさんが録音していた本件対応の音声データが、本件対

応の検証作業において重要な役割を果たしたことに鑑み、福祉事務所（福祉課）

の相談窓口における録音について、改めて検討を行うこととした。 

 

第５ 初回面接におけるＡさんに対する生活保護の申請権侵害について 

 １ 事実 

 ① Ａさんは、令和５年１０月１０日、足立福祉事務所での初回面接の前に同窓

口の受付カードを記入し、「ご相談内容」として「生活費が少ない・生活保

護」と「家賃や更新料の支払い」のところにマルを付ける等した。 

 ② 初回面接で（以下⑤まで同じ）、Ａさんは、Ｂ職員に対し、相談の冒頭、

「生活の相談でちょっと収入もないので伺いました」と述べ、アパートで暮

らしたい旨を伝えたが、Ｂ職員からは生活保護の制度についての十分な説明

はなかった。 

 ③ Ａさんが「今この家では生活保護の申請はできないんですか。」「ホームレ

スになってしまうんですけど（中略）どうなるんですかね。」と尋ねたとこ

ろ、Ｂ職員は、「養父がいることを確認してますし、世帯で認定するので」
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と述べ、生活保護とは異なる制度である東京都の路上生活者対策事業の自立

支援センターに関する説明と思われる説明を行った。 

 ④ Ａさんは「所持金も１０００円とかしか持ってない状態」「もう死ぬしかな

いかと思っている。」と訴えたところ、Ｂ職員は、自立支援センターと思わ

れる施設への入居以外には、自費転居とそのための借金を説明した。 

 ⑤ Ａさんは、Ｂ職員に対し、「ホームレスの支援をしてるところにちょっと相

談をしたら（中略）申請書とか色々とＰＤＦで送っていただいたので、そう

いうの書いてきた方がいいと思ったんですけど、先にちょっと来たんで、ま

たちょっとそちらの方に相談行かないといけないので、結果を。」と話した

ところ、Ｂ職員は、Ａさんの交際相手と２人で生活保護を受ける方法を説明

した。 

 ⑥ ②～⑤のＢ職員の説明を聞いたＡさんは、初回面接の相談を終えて、足立福

祉事務所を退出した。 

 ⑦ Ａさんは、同日、新宿区にある生活困窮者を支援する「一般社団法人反貧困

ネットワーク」を訪ね、同法人事務局長のＦさんに対し本件対応について相

談し、Ｆさんらの同行で再び足立福祉事務所の生活保護申請をすることにし

た。 

 ⑧ 同年１０月１２日、足立区議会決算特別委員会において、Ｇ区議が質問の中

で、本件対応について、足立福祉事務所福祉課で相談を受けた者に対し保護

申請書を渡さないという「水際作戦」（生活保護の申請を抑制する行為）に

当たる対応があったと指摘した。 

 ⑨ Ａさんは、平成５年１０月１３日、Ｆさん及びＧ区議の同行のもと、足立福

祉事務所を訪れ、Ｃ係長がＡさんの申請意思を確認し、生活保護申請をした。 

 ２ 法令・裁判例・行政解釈等 

   生活保護は申請に基づいて開始するのが原則である（法第７条本文）。保護

の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項



- 16 - 

を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない、とされている

（法第２４条第１項本文）。この申請書の提出については、「生活保護法の一

部を改正する法律」（平成２５年１２月１３日法律第１０４号）による法の改

正（以下、特にこの改正に言及するときは、「平成２５年改正」という。）に

よって新設された規定である。一方、生活保護法施行規則（以下、「法施行規

則」という。）第１条第２項には、保護の実施機関は、法第２４条第１項の規

定による保護の開始の申請について、申請者が申請する意思を表明していると

きは、当該申請が速やかに行われるよう必要な援助を行わなければならないと

定めており、法第２４条１項但書も申請書によらない申請の方法を認めている。

したがって、平成２５年改正で設けられた生活保護の申請における書面の提出

の規定は、保護開始の要件（要式行為）とはいえず、平成２５年改正前と同様

に、口頭によっても申請は可能であると解されている（森川清『改正生活保護

法－新版・権利としての生活保護法』５８頁参照）。 

   口頭で保護開始の申請があったと認められるための要件については、岸申請

権訴訟控訴審判決（大阪高裁平成１３年１０月１９日判決・訟務月報４９巻４

号１２８０頁）は「特にこれを口頭で行う旨を明示して申請するなど、申請意

思が客観的に明確でなければ、これを申請と認めることはできない」とする一

方で、三郷事件判決（さいたま地裁平成２５年２月２０日判例時報２１９６号

８８頁）は「実施機関に審査・応答義務を課すほどに申請の意思が確定的に表

示されていることが必要である」と解し、客観的に明確でなくても申請行為が

認められ得ることを示した。三郷事件判決は、福祉事務所を訪れた経緯や面接

前後の第三者への言動などの間接事実から申請の意思の表示を認めている。 

   なお、学説上は、申請者が生活保護制度について知識を持っていないことが

一般的であって、余裕のない状態で窓口を訪れる等を考慮し、保護開始の申請

の意思の表示を広く解するべきであるという見解が有力である。 

   また、審査請求・再審査請求においては、違法性のみならず不当性も取消原
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因となるが（つまり、裁判例よりも請求認容の範囲が広い。）、申請意思確認

義務違反や申請手続援助義務違反の対応があったケースで、口頭での申請の意

思表示があったと認めるなどして処分を取り消した裁決例も複数あることには

注意を要する。 

   本件においては、これらの見解を踏まえながら、三郷事件判決の規範をもと

に申請行為の有無を判断する。 

   次に、三郷事件判決は、「申請行為が認められないときでも、相談者の申請

権を侵害してはならないことは明らかであり、生活保護実施機関は、生活保護

制度の説明を受けるため、あるいは、生活保護を受けることを希望して、又は、

生活保護の申請をしようとして来所した相談者に対し、要保護性に該当しない

ことが明らかな場合等でない限り、相談者の受付ないし面接の際の具体的な言

動、受付ないし面接により把握した相談者に係る生活状況等から、相談者に生

活保護の申請の意思があることを知り、若しくは、具体的に推知し得たのに申

請の意思を確認せず、又は、扶養義務者ないし親族から扶養・援助を受けるよ

う求めなければ申請を受け付けない、あるいは、生活保護を受けることができ

ない等の誤解を与える発言をした結果、申請することができなかったときなど、

故意又は過失により申請権を侵害する行為をした場合には、職務上の義務違反

として、これによって生じた損害について賠償する責任が認められる。」とし、

申請に至らない場合でも申請権侵害による違法が認められる場合があることを

示した。 

   生活保護の申請の取り扱いなど生活保護の決定・実施等に関する事務は地方

自治法第２条第９号第１号の法定受託事務とされているところ（法８４条の

５）、法定受託事務の処理基準（地方自治法第２４６条の９）として定められ

ている「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４月１日厚

生省発社第１２３号厚生事務次官通知（以下、「次官通知」という。）、昭和

３８年４月１日社発第２４６号厚生省社会局長通知（以下、「局長通知」とい
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う。））のうち、次官通知第９は、「保護の相談に当たっては、相談者の申請

権を侵害しないことはもとより、申請権を侵害していると疑われるような行為

も厳に慎むこと」とし、局長通知第９―１では「生活保護の相談があった場合

には、相談者の状況を把握したうえで、他法他施策の活用等についての助言を

適切に行うとともに生活保護制度の仕組みについて十分な説明を行い、保護申

請の意思を確認すること。」「保護の申請の意思が確認された者に対しては、

速やかに申請書を交付し、申請手続きについて助言を行う」等としている。ま

た、同じく処理基準である「生活保護法の実施要領の取扱いについて」（昭和

３８年４月１日社保第３４号厚生省社会局保護課長通知（以下、「課長通知」

という。また、次官通知、局長通知と課長通知を総称して「実施要領」とい

う。））問９－１によれば、「生活保護の面接相談においては、保護の申請意

思の確認はいかなる場合にも確認しなくてはならないのか」との問いに対し、

「相談者の保護の申請意思は、例えば、多額の預貯金を保有していることが確

認されるなど生活保護に該当しないことが明らかな場合や、相談者が要保護者

の知人であるなど保護の申請権を有していない場合等を除き確認すべきもので

ある。」等と見解を示している。 

   そこで、本件対応におけるＡさんに対する申請権侵害の有無（違法性）につ

いては三郷事件の規範をもとに検討するとともに、本件対応が次官通知等の処

理基準に照らして相当であったかも検討することとする。 

 ３ 評価 

   再検証部会のヒアリングで、Ａさんは、初回面接の前に提出した受付カード

の「生活費が少ない・生活保護」にマルをしたのは生活保護の申請を出したか

ったからで、「家賃や更新料の支払い」にマルをしたのは家がなかったからで

ある旨を説明している。 

   Ａさんの上記説明によるまでもなく、受付カードの「生活費が少ない・生活

保護」にマルが付けられているのであるから（事実①）、面接担当のＢ職員は
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生活保護の相談であると認識できたはずである。 

   そのうえで、初回面接時にＡさんの申請の意思の表示があったかどうかであ

るが、事実①②のＡさんの発言だけでは申請の意思表示とまではいえないが、

事実③で「申請はできないんですか」と尋ねていることから申請の意思がある

ことはある程度伺えるはずである。また、事実④で、Ａさんは所持金が１００

０円ほどしかなく、「もう死ぬしかない」と切迫した発言をしており、職権保

護の要件である「急迫した状況」（法７条但書）に該当する可能性があること

が示されている。事実⑤では、Ａさんは申請書を書いてきたほうがいいと思っ

たが先に来たと言っており、この申請書とは文脈から生活保護の申請書のこと

であることは明らかであり、生活保護を申請しようとして来所したことを端的

にＢ職員に伝えたものとみることができる。 

   したがって、事実①～⑤を総合的に評価すると、Ａさんの申請意思が客観的

に明確であるとまではいえないが、Ａさんは死を考えるほどの深刻な困窮を訴

えた上で申請書を事前に用意することも考えた旨を言及していることを考える

と、Ａさん単独で生活保護の申請をする意向は十分にうかがえるものといえる。

このため、審査請求や訴訟となった場合には、間接事実（事実①～⑤）から、

足立福祉事務所に審査・応答義務を課すほどにＡさんの申請の意思が確定的に

表示されていたと判断しうる面があり、これを無視したことの違法・不当が認

められる可能性がある行為であったということができる。 

   初回面接時に、かりにＡさんの申請行為が認められないとしても、事実①②

からＡさんが生活保護制度の説明を受けるため、あるいは、生活保護を受ける

ことを希望して、又は、生活保護の申請をしようとして来所したことは明らか

というべきであり、事実③④⑤からも、そのことは容易にうかがわれる。Ａさ

んは、事前に調べていたと思われる転宅費用の一時扶助の制度にも言及してお

り、住宅費を含めた生活保護の制度について正確で十分な説明を受けることを

期待していたことは極めてはっきりしている。したがって、Ｂ職員は、Ａさん
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に生活保護の申請の意思があることを少なくとも具体的に推知し得たというべ

きである。 

   しかし、Ｂ職員は、初回面接でＡさんの申請の意思を確認しなかった。しか

も、Ｂ職員は、Ａさんに対し、初回面接で、転宅費用の一時扶助を含めた生活

保護制度について十分な説明をすることなく、カーテンで仕切られただけでプ

ライバシーの乏しい６人部屋の集団生活となる自立支援センター墨田寮（しか

も、自立支援センターは、生活保護の施設ではない。）に行くことや、遠隔地

にある施設に行くことを示し、また、養父らの親族や交際相手から援助を受け

て自費転居をした上で生活保護を受けるよう勧めており、これらのＢ職員の発

言は、そうしなければＡさんが生活保護を受けることができないとの誤解を与

える発言であったと認めることができる。実際、Ａさんは、「申請させる気が

ないんだな」と感じ、それ以上やり取りするのを諦めて退出した旨を述べてい

るが、こうした経緯からすれば、Ａさんがそう感じたのも、もっともなことで

あると認められる。 

   したがって、本件対応のうち初回面接には、少なくとも過失による申請権侵

害の違法が認められるというべきである。 

   世帯認定などの調査・判断は、申請後にすべきことであって、そうした調査

が必要であることを理由として申請を抑制することは許されない。実際、本件

では、Ａさんは、保護開始となっており、Ｂ職員ら福祉事務所側の見通しが誤

っていたと言わざるを得ず、誤った見通しで申請を抑制していたことになる。 

   なお、局長通知では、生活保護の相談があった場合には、生活保護制度の仕

組みについて十分な説明を行い、保護申請の意思を確認するものとされ、課長

通知でも多額の預貯金を保有していることが確認されるなど生活保護に該当し

ないことが明らかな場合等を除いて申請意思を確認することが徹底されている

のであるが、初回面接時のＢ職員の対応はこれらを行っておらず、これら実施

要領（処理基準）に反した対応であった。Ｂ職員が実施要領に基づいて申請意
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思を確認していないにもかかわらず、面接記録票の「相談員所見」欄の「申請

意思欄に「なし」と記載したことは、かりに誤記だとしても相当でない。また、

Ｂ職員が面接記録票の「相談員所見」欄に「緊急処理の必要性：なし」「保護

の見通し：なし」と記載したことも、Ａさんの所持金が僅少であったこと、１

０月１３日に申請した後の足立福祉事務所の調査で保護開始となっていること

に鑑みると、これらの記載の相当性は疑わしい。 

   福祉事務所は生活保護について正しく制度を理解するための情報を相談者に

提供することは必要であるが、世帯認定などの調査・判断は、申請後にすべき

ことであって、そうした調査が必要であることを理由として申請を抑制するこ

とは許されない。実際、本件では、Ａさんは、保護開始となっており、Ｂ職員

ら福祉事務所側の見通しが誤っていたと言わざるを得ず、誤った見通しで申請

を抑制していたことになる。 

 

第６ 居宅を失った者に対する施設における保護の必要性の説明について 

 １ 事実 

 ① Ａさんは、令和５年１０月１０日、足立福祉事務所での初回面接の前に同窓

口の受付カードを記入し、「ご相談内容」として「生活費が少ない・生活保

護」と「家賃や更新料の支払い」のところにマルを付ける等した。 

 ② 初回面接で（以下、⑦まで同じ）、Ａさんは、Ｂ職員に対し、アパートで暮

らしたい旨を伝えた。 

 ③ Ｂ職員は、Ａさんに対し、「だったらそういう家ない人の施設とかあるんで

すけど、基本的にうちは集団生活のようなところに入ってもらって」と述べ、

自立支援センターへの入居となることを説明した。 

 ④ Ｂ職員は、Ａさんに対し、それ（自立支援センターへの入居）が無理な場合

は「自分でやる手段の提案として自費転居ていうのがある」と述べた。自費

転居について、Ｂ職員は、「例えば自腹で、借金しろとは言わないですけど、
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親族に金借りるお金があるとかだったら金借りて、自分で転居先をどっか見

つける」と親族からの借金を勧めた上で、転居した上で生活保護申請を説明

した。 

 ⑤ Ｂ職員は、（無料低額宿泊所を念頭に置いたと思われるが）個室については

「全部埋まっている」と述べた上で、「例えば、千葉の（中略）駅から歩い

て30分とか」の施設であれば検討できるが、「そこ選んじゃうと（中略）ご

自身が、生活保護をやめるとか継続した場合に家を探すタイミングがわから

ない。でうち費用も出せないので完全にショートする。なんでおすすめでき

ない」と述べ、個室を希望するのであれば、遠隔地の勧められない無料低額

宿泊所しかない旨を説明した。 

 ⑥ Ａさんは、事前に生活保護制度を調べ、「家借りる費用とかも出してもらえ

る（と聞いた）」と述べ、借家をする際に一時扶助として敷金等の入居費用

が支給される住宅費（転宅費）の制度についてＢ職員に尋ねた。しかし、Ｂ

職員は、住宅費の一時扶助については説明せず、東京チャレンジネット、住

居確保給付金、養父から最後の支援を受けることについて、それぞれ説明し

た。 

 ⑦ Ｂ職員は、Ａさんに対し、「ホームレスだったら（中略）無料低額宿泊所」

「６人部屋、カーテンの間仕切り部屋」に行ってもらうしかない旨を述べた。

これは、同日の面接記録票の記載によれば、生活保護とは異なる制度である

東京都の路上生活者対策事業の自立支援センターを指すものと認められる。

その後も、施設への入居（「６人部屋みたいなところで迎えに来る」等と発

言。）以外には、自費転居とそのための借金を説明するだけだった。 

 ⑧ Ｂ職員はよく聞き取っていなかったが、Ａさんには特別区福祉主管部長会の

要綱においても「実施施設への入所が難しい」とされるような施設への入所

を困難とする事情があった。 
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 ２ 法令・行政解釈 

   法第３０条第１項本文は、生活扶助は、被保護者の居宅において行うものと

する。ただし、同項但書で、これによることができないとき、これによっては

保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救

護施設、更生施設などの適当な施設に入所させて行うことができる、とされて

いる。 

   ホームレス状態の場合、厚生労働省はテントなどの野宿での保護を認めてい

ないので（生活保護手帳別冊問答集（以下、「別冊問答集」という。）問２－

１６）、その運用の相当性は問題があるとの指摘もあるものの、実施機関とし

ては保護開始の段階で居宅のない者について施設に入居を勧めることはありう

る。 

   もっとも、法第３０条第２項は、前項但書について「被保護者の意に反して、

入所（中略）を強制することができるものと解釈してはならない。」と規定し

ており、ホームレス状態であっても、施設入所を事実上強いるような行為は避

けなければならない。 

   施設以外では、厚生労働省は簡易宿泊所（簡易宿所）を住居とすることを認

めている（問答集問２－１８。東京都生活保護運用事例集（以下、「都事例集」

という。）では、被保護者が安定した住居がないまま保護を開始する場合に、

「保護を開始する場合には、アパート等の住居を確保するまでの間に一時的な

居所の確保が必要となるので、要保護者の状況に応じて適切な保護施設や無料

低額宿泊所、安価な簡易宿所やビジネスホテル等を紹介する。」としている

（都事例集問６－５９－２）。「臨時的宿泊施設を用いて起居する場の確保」

（都事例集問８－１９参照）が必要だということで、「等」とあることから簡

易宿泊所やビジネスホテルに限らない。東京都では、簡易宿泊所について住宅

扶助の特別基準額が設定されるのが通常である。実際には、カプセルホテルや

インターネットカフェ、サウナなどで短期間起居する場合にも、ビジネスホテ
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ル等に準じる形で、保護開始となり（失踪についての都事例集問２－６、ホー

ムレスについての都事例集問８－１９参照）、保護を利用する上での居所とし

て施設以外の宿泊施設の利用が幅広く認められているのが実態と言ってもよい。 

   アパートへの入居費用（転宅費）についての住宅費の一時扶助については、

局長通知第７－４－（１）－カで、「要保護者が転居に際し、敷金等を必要と

する場合で、オに定める特別基準額以内の家賃又は間代を必要とする住居を確

保するときは、オに定める特別基準額に３を乗じて得た額の範囲内において特

別基準の設定があったものとして必要な額を認め差し支えないこと。ただし、

近い将来保護の廃止が予想され、その後に転居することをもって足りる者につ

いては、この限りではない。」とされ、「転居に際し、敷金等を必要とする場

合」については、課長通知問７－３０で「１３ 住宅が確保できないため、親

戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合」が一例として挙げら

れている。 

   また、局長通知第７－４－（１）－キでは、「保護開始時に安定した住居の

ない要保護者（保護の実施機関において居宅生活ができると認められる者に限

る。）が住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合で、オに定める特別基準

額以内の家賃又は間代を必要とする住居を確保するときは、オに定める特別基

準額に３を乗じて得た額の範囲内において特別基準の設定があったものとして

必要な額を認め差し支えないこと（住環境が著しく劣悪な状態であることが確

認された場合その他実施機関において居住することが不適切と認めた場合を除

く）。」とされている。この場合の「居宅生活ができると認められる者」に当

たるか否かの判断については、課長通知問７－７８で、「居宅生活を営むうえ

で必要となる基本的な項目（生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊事・洗

濯、人とのコミュニケーション等）を自己の能力でできるか否か、自己の能力

のみでできない場合にあっては、利用しうる社会資源の活用を含めてできるか

否かについて十分な検討を行い、必要に応じて関係部局及び保健所など関係機
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関から意見を聴取した上で、ケース診断会議等に置いて総合的に判断するこ

と。」等とされている。別冊問答集問７－１０７にも判断の視点が示されてい

る。なお、都事例集問６－５９－２は、これらを踏まえつつ、ホームレス状態

の者が、保護申請と同時にアパート生活を希望した場合の取扱いについて、

「保護開始時に、安定した住居のない要保護者がアパート生活を希望した場合

は、住宅扶助の敷金等について申請書の提出を求める。」として、これを否定

せず（つまり、東京都は、一定期間のアセスメントのようなものが必要とは言

わない。）、申請を見て判断する立場を示している。 

 ３ 評価 

   Ａさんは、それまでの住居を追い出され、養父宅に一時的に宿泊している状

態であることはＢ職員もわかっていた。これは、初回面接時の面接記録票の

「その他」欄に「養父は住民票を移すことはダメだが、短い一定期間ならいて

もいいとの申出が主に対してあったことを、主から聴取。」と記載しているこ

とから認められる。したがって、Ａさんが保護開始となった場合、課長通知問

７－３０の「１３ 住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿

していた者が転居する場合」に当たる。 

   このため、保護申請後に保護開始となった場合には、速やかに転居先のアパ

ートを確保して転居費用の一時扶助の申請をすることに問題はない。 

   また、かりに、Ａさんがアパートを確保できないまま養父宅を出ても、都内

であれば、簡易宿泊所、ビジネスホテル、カプセルホテル、サウナ等の臨時的

宿泊施設を用いて起居する場の確保をすることができるので、このような場合

には、Ａさんの意思を無視してまで施設への入所を強く求めることは不当であ

る。もちろん、この場合にも、一定のアセスメント期間のようなものを置かず

に、敷金等について一時扶助の申請を行うことができる。 

   Ａさんがアパートへの入居を望んでいる旨を伝えているにもかかわらず（事

実②）、こうした説明が一切なされていない点において、Ｂ職員の説明は相当
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性を欠くものと言わざるを得ない。もちろん、申請後の審査の結果を約束する

ことはできないが、申請が可能であることや申請の方法を教示しないのは誤っ

た対応であった。 

   Ｂ職員の説明のうち、自費転居（事実④⑦）については、Ａさんが行うべく

もなく、また、保護開始となれば、その方法を用いる必要性もないのであるか

ら、少なくとも初回面接時の段階で自費転居についての説明をする必要はなか

った。 

   自立支援センター（事実③⑦）についても選択肢として提示することは認め

られるが、相談者がアパートに入りたいとしていること（事実②）については、

配慮が必要であった。Ａさんからたしかに施設を拒否するという明確な言葉は

なかったが、アパートへの転宅を希望して転宅費用の相談（事実⑥）をしてい

るのであるから、少なくともアパートへの転居を第一に考えていることはＢ職

員にも理解できたはずである。しかも、Ｂ職員は、Ａさんが集団生活を行うこ

とが困難である個人的な事情について、詳しく聞いていなかったが、その基礎

となる事情についてはＡさんから打ち明けられており、その点に着目すればＡ

さんが集団生活を行うことが困難であるという結論に至ることはそれほど困難

でもなかったのではないかと思われる。にもかかわらず、転宅費について説明

せず、自立支援センター等の説明をして「拒否していない」とするのは、相談

者への対応として不相当であった。住居を失った場合には施設保護ありきとい

う考えなのだとすれば、それは誤りである。 

   また、住居を失った場合の説明として、Ｂ職員は「基本的にうちは集団生活

のようなところに入ってもらって、そこでカンファレンスをしてもらって（中

略）ひととおりやってもらう」と述べ、施設に入った後、カンファレンス期間

が必要であるような説明をしているが、これも都事例集でホームレス状態でも

即アパート転宅の申請ができることからみても、誤った取扱いの説明である。

このような一定期間（Ｅ職員はヒアリングに対し「３か月」と明言した。）の
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カンファレンスが必要という考え方はＥ職員に対するヒアリングでも明らかに

なっており、足立福祉事務所全体に浸透している可能性がある。こうした誤っ

た取扱いがなされているとすれば、ただちに是正されなければならない。 

   遠隔地の無料低額宿泊所の説明（事実⑤）も、話の内容の信ぴょう性に疑問

があるほか、住居の案内としては乱暴な部分があり、不相当な説明の仕方であ

った。 

   この誤った対応が原因で、Ａさんが初回面接時の申請を諦めたのだとすると、

こうした説明は申請権を侵害する行為と評価され、違法となる。 

   また、Ａさんの話によれば、養父との関係はかなり悪化していることが見て

取れ、養父がＡさんに対して「住民票を移すことはダメ」「養父が怒って…郵

便局から手紙が来ないようにした」「住所無くすって言ってる」などと言って

いることをＢ職員に訴えている。このため、足立福祉事務所としては、Ａさん

が精神的ＤＶの被害者となっている可能性を見出すことができたものといえる

が、Ｂ職員のみならずＣ係長においてもＤＶの可能性があることについての対

応が一切なされていないことについては、相当性を欠いていた。 

 

第７ 生活保護の窓口における支援者の関与について 

 １ 本件対応における事実 

   本件対応では、Ａさんは、足立福祉事務所において生活保護を申請すること

を諦めたあと、支援団体のＦさんに相談し、それがＦさんとＧ区議の同行によ

る再度の面接につながり、申請をすることができた。 

   Ａさんは、申請の結果、保護開始となった（訪問調査の結果、養父とは生計

が同一でないと判断され、同一世帯ではないという判断になった。）。Ａさん

の生活保護のケース記録を検証してその記載内容から申請に対する判断の適法

性についても検討したが、養父と同一世帯ではないことについて具体的な事実

が多数挙げられ、養父には精神的ＤＶの可能性があることも指摘されており、
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＜Ａさんと養父とは同一世帯ではない＞という足立福祉事務所の判断は適法か

つ相当であったと認められる。このため、ＦさんとＧ区議の同行によってＡさ

んの申請の審査がゆがめられたことはなかったものと認められる。 

   Ｆさんらの支援がなければ、Ａさんが再度の面接でも生活保護を申請するこ

とができなかった可能性が高く、Ａさんが死まで考えていたことに思い至れば、

本件対応における支援者の役割は極めて大きかったといえる。 

 ２ 旧報告書における消極的見解 

   旧報告書では、支援者の生活保護申請への同行、関与について、「本来の調

査判断の過程で正確な情報提供を受け、これを前提に支援の必要性や内容を相

談者と協議して決定する流れとは異なった経過となった」として、その意義を

消極的に捉える見解が示され、「第三者の関与のルールが必要」と結論づけら

れた。 

   しかし、本件対応における支援者の役割の大きさを考えると、少なくとも一

般論としての消極的評価は改める必要がある。 

   生活保護の申請を行う当事者の中には、エンパワーメントを要する人びとも

おり、これらの人びとにとって支援者の援助は大きな力になりうるといえる。 

 ３ 弊害の検討 

   もっとも、福祉事務所の生活保護の窓口では、無料低額宿泊所を運営する業

者や生活サポート契約を行う業者らが、生活困窮者に同行して生活保護を申請

させ、保護費から利用料等を徴収するというケースも存在する。 

   結局、支援者が、相談者を力づける者であるのか、親切を装って相談者から

私的利益をむしり取ろうとする貧困ビジネスの関係者であるのかは、支援者の

活動が相談者の利益になっているか、相談者の支援者に対する信頼の度合い、

その信頼の根拠、相談者と支援者の人間関係、支援者の活動の公益性または営

利性、支援者が相談者の境遇について真摯に対応しているか等から、福祉事務

所において総合的に判断することとなる。 
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 ４ 評価 

   このため、生活保護の相談・申請に支援者が同行することについては、支援

者が相談者を力づけて支える行為については、福祉事務所としても、これを望

ましいものと評価して受け入れるべきである。一方、親切を装って相談者を食

い物にする自称「支援者」には厳しい態度で臨むことが必要であり、相談担当

者には両者の見極めが求められよう。 

 

第８ 録音について 

 １ 本件における録音の積極的役割 

   本件対応をめぐっては、Ａさんが面接対応について録音した音声データがあ

ったことから、面接時における詳細な事実関係が判明したという面がある。 

   本件では違法・不当な対応が認められることとなったが、福祉事務所の生活

保護の窓口で常時録音を行うこととすれば、こうした違法な対応を防げるので

はないかというのが、本件諮問事項における録音に関する問題意識である。 

 ２ 現行規則等 

   区役所の庁舎内の録音は、行政庁による公用物管理（庁舎管理）の問題であ

る。この点については、足立区の規則として、足立区庁内取締規則が定められ

ている。同規則第６条第１項によれば、庁内取締責任者（本庁舎においては施

設営繕部庁舎管理課長、その他の庁舎においてはそれぞれの長主管課長の指定

する者＝第２条）の許可を受けることがあらかじめ必要な行為として、「庁内

において、撮影、録画、録音、放送その他これらに類する行為をしようとする

とき」（５号）が挙げられている。許可には条件・指示を付けられる（第６条

第２項）。これらの規定に違反する行為は禁止され、庁舎からただちに退去す

るよう求められる。 

   これを受けて、庁内には、「庁内の使用又は立入の禁止」という掲示が掲げ

られ、そこでは、「庁内において、撮影、録画、録音、放送その他これらに類
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する行為をしようとするとき」について、「足立区庁内取締規則第６条の許可

を受けず、許可の条件に反し、又は庁内取締責任者の指示に従わない者」が

「庁内の使用又は立入の禁止」に該当する者として列挙されている。 

   もっとも、福祉事務所福祉課の相談窓口の実態としては、録音をしたい旨の

申出があった場合には許可をしないことはなく、申出は口頭でよい、とのこと

である。 

   つまり、庁内で録音をするためには、あらかじめ許可が必要であり、来訪者

が自由に録音することは想定されていない。 

 ３ 福祉事務所による録音の検討 

   福祉事務所による録音の検討については、旧報告書「第９ 相談窓口の録音

について」の１項から６項（ただし、６項（３）オを除く。）までを引用する。 

   福祉事務所が行う福祉事務所福祉課の相談窓口での録音については、相談内

容の正確な記録を行い、事後的な検証にも資するという目的で、相談者の了解

を得られれば、これを行うことは制度上可能であると考えられ、これによって

メリットを受ける相談者もいると思われる。 

   しかし、旧報告書の指摘するように、録音データは、相談者の重要なプライ

バシーを含むところ、もし福祉事務所が録音を行うとすれば、個人情報保護法

上、そのようなセンシティブな個人情報が満載された秘密のデータの管理に注

力しなければならないという負担が生じ、現時点では福祉事務所が録音とその

データ管理を行う能力は不足していると言わざるを得ない。 

 ４ 相談者による録音の検討 

   相談内容の正確な記録を行い、事後的な検証にも資するという目的は重要で

あるが、これを達成するためには、相談者による録音を認めるという方法もあ

る。これは、相談者側にはメリットがある一方、福祉事務所には特にデメリッ

トはないはずである。このため、現在許可制である相談者による録音を自由化

することは十分可能であり、福祉事務所の負担も少ない（録音を推奨する職員
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もいるようである）。最初の取り組みとしてはそのほうが適当である。 

   現行規則では、庁内取締責任者の許可が必要であるが、生活保護の窓口にお

いては、録音に限り、許可を不要とする改正を行い、だれでも機材を持ち込め

ば自由に窓口でのやり取りを録音できるようにする、という改正が考えられる。 

   現在の掲示については、変更すれば足りる。 

 ５ 結論 

   現時点では福祉事務所による録音は条件が整わないものとみられるが、足立

区庁内取締規則を改正して、生活保護の相談窓口では、相談者による自由な録

音を認めるべきである。 

 

第９ 再発防止策・改善策の提言 

 １ 生活保護の窓口対応のあり方 

   本件では、Ａさんに対する足立福祉事務所による申請権侵害が認められ、居

宅についての足立福祉事務所の説明も相当でなかった。 

   その原因としては、福祉事務所が、職員に対し、生活保護法、実施要領、都

事例集のほか、関係する裁判例に精通し、それらの規範を遵守することを徹底

していない、ということに尽きる。 

   Ｂ職員は、Ａさんに対して、居宅を失った生活保護利用者については一定期

間アセスメントを行うことを述べているところ、Ｅ職員もヒアリングに対して

アセスメント期間を「３か月」と明言しており、居宅を失った生活保護利用者

について一定期間アセスメントを行うため施設にとどめる取り扱いが暗黙裡に

広がっている可能性がある。こうした取扱いは、生活保護法、実施要領、都事

例集には規定されておらず、一律にこのような対応をしているとすればむしろ

これらに反している疑いがある。そして、こうした取り扱いがなされるとすれ

ば、施設でのカンファレンスを嫌がり、申請を抑止する効果が生じかねない。

このような取り扱いが暗黙裡にあるとすれば、それは一掃されなければならな
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い。 

   また、相談者に対する丁寧な説明の欠如も、今回明らかになった。本件対応

に関しては、Ａさんの困窮の訴えに真摯に耳を傾け、その窮状を理解すれば、

養父とＡさんの関係性や、Ａさんが集団生活を行うことが困難である事情を有

している等は、容易に理解できたはずである。受付カードの生活保護のところ

にマルを付けたのに、生活保護の制度の説明を十分に行っていないことも明ら

かになったが、これも制度についてわかりやすく正確な説明をしていれば、Ａ

さんに対する申請権侵害は避けられた可能性が高い。足立福祉事務所には、相

談者に対する懇切丁寧な説明を求めたい。本件対応の過程で、Ａさんが「死」

を考えるほどであったという重みを考えるべきである。これらの改善のため、

職員に対する研修の実施等を行うべきである。 

   それでも、Ａさんは、支援者がいたので、生活保護につながった。福祉事務

所は、相談者に同行する支援者の役割についても、相談者に力を与える協力者

と考えるべき面があることを理解し、その対応については謙虚になるべきであ

る。 

   また、本件はＡさんがやり取りを録音していたことで事実関係を確定できた

側面が大きく、相談者の録音についても、より自由に行えるようにすることが

必要である。 

 ２ 苦情対応の活性化 

   生活保護の苦情対応については、再検討が必要である。 

   足立区の場合、障害者福祉、高齢者福祉については、所管課が参加する検討

委員会が設けられ、苦情に対する検討を行っている。解決困難な事例について

は、苦情等解決委員会に諮問し、調整をしている。 

   生活保護の場合には、苦情の主な対象が事業者ではなく、福祉事務所となる

ので、障害者福祉、高齢者福祉の場合と全く同じように考えるわけにはいかな

いかもしれないが、類似の苦情対応のスキームを作るのが適当である。 
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   というのも、協議会は、足立区の生活保護における被保護者の自立支援及び

適正実施を推進するために設置させた組織であり、協議会が苦情や検証を行う

窓口では本来ないからである。 

   生活保護においても、苦情窓口を整え、正確な法律上の知見に従った対応が

できるようにすべきである。これは、生活保護行政におけるコンプライアンス

を支えるバックアップにもなると考える。 

 ３ 検証自体の公平性・相当性確保と個人情報保護法上の手当ての必要性 

   旧検証部会は、再検証部会における再検証の結果と異なる旧報告書を作成し

た。本報告書でも、旧検証部会における検証内容の不公平性や検証内容につい

ての不徹底さが浮かび上がった。 

   今後の苦情対応や検証では、このようなことがないよう、公平さを備えるよ

うに努めるべきである。 

   また、今回の検証では、個人情報保護法が検証の壁になった。具体的には、

検証のために提供される書面の墨塗り部分の多さ、資料の目的外使用について

の厳格な姿勢があり、調査が困難に行きつくこともあった。今後は、生活保護

に関して検証を行うことを想定し、検証チームに対し、条例・規則によって設

置目的の人権上、区政上、区民生活上の重要性を明らかにし、その実現のため

にプライバシー情報にも踏み込むことができる明確な調査権限を与え、守秘義

務も一層整備することが望ましい。 

 ４ 結語 

   足立福祉事務所においては、生活保護法、実施要領、都事例集、生活保護に

関する裁判例などについての研修を徹底させ、これ以上、生活保護の取扱いに

関する問題が生じないよう生活困窮者の人権の擁護と法令順守に全力を挙げる

ことを求める。 

                                   以上



 

 


